様式第１号（第５条関係）

[bookmark: _Hlk181176874]岡谷市防災行政無線戸別受信機貸与申請書

　　　　　年　　月　　日

岡谷市長　様
申請者
住所　　　　　岡谷市　　　　　　　　　　　　　

世帯主氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話番号　　　　　　－　　　　　　－　　　　　

岡谷市防災行政無線戸別受信機の貸与を希望しますので、岡谷市防災行政無線戸別受信機貸与実施要綱（以下「要綱」という。）第５条の規定により、次のとおり申請内容に偽りが無いことを宣誓し申請します。
なお、申請内容の確認のため、私の世帯に係る住民基本台帳、避難行動要支援者名簿の情報を確認調査し、戸別受信機の設置を委託する事業者に提供することを承諾します。

	提出代行者
※申請者本人が提出する場合は記入不要
	住所
	申請者との関係

	
	
	

	
	氏名　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　-     -

	貸与条件
（要綱第３条）
※１～３のいずれにも該当

該当する欄に〇を記入
	１
	
	市内に住所を有し、かつ、居住している世帯

	
	２
	
	携帯電話を所有する者がいない世帯

	
	３
	
	避難行動要支援者に登録されている者が属する世帯

	
	
	
	文字表示機能付き戸別受信機を希望する（要綱第４条）
[bookmark: _GoBack]※身体障害者手帳の写しの添付が必要


【処理欄】
以下の欄は、記入しないでください。
	住所確認
	有 ・ 無
	確認者
	
	管理番号
	

	避難行動要支援者名簿の掲載
	有 ・ 無
	確認者
	
	架電サービス登録
	有 ・ 無
	確認者
	

	身体障害者手帳の写し
	有 ・ 無
	確認者
	
	現地調査
	有 ・ 無
	確認者
	

	設置年月日
	年　月　日
	調査者
	
	外部ｱﾝﾃﾅ設置
	有 ・ 無
	設置者
	

	備考
	


　　　　　
岡谷市防災行政無線戸別受信機貸与実施要綱（抜粋）
（音声専用戸別受信機の貸与対象）
第３条　音声専用戸別受信機の貸与を受けることができる者（以下「対象者」という。）は、次の第１～３号のいずれにも該当する者、又は第１号及び第４号に該当とする者とする。ただし、次条の規定により文字表示機能付き戸別受信機の貸与を受ける者を除く。
(1)　市内に住所を有し、かつ、居住している世帯の世帯主
(2)　携帯電話を所有する者がいない世帯の世帯主
(3)　避難行動要支援者に登録されている者が属する世帯の世帯主
(4)　その他市長が特に必要と認める者
２　音声専用戸別受信機の貸与は、１世帯につき１台を無償貸与するものとする。

（文字表示機能付き戸別受信機の貸与対象）
第４条　文字表示機能付き戸別受信機の貸与を受けることができる者（以下「文字表示付き対象者」という。）は、次の第１～３号のいずれにも該当する者、又は第１号と第４号に該当とする者とする。
(1)　市内に住所を有し、かつ、居住している世帯の世帯主
(2)　携帯電話を所有する者がいない世帯の世帯主
(3)　避難行動要支援者に登録され、聴覚の障害（障害者手帳等級２級又は３級）を理由として身体障害者手帳（身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項に規定する身体障害者手帳をいう。以下同じ。）の交付を受けている者（社会福祉施設等に入所している者、寄宿舎又は寮その他これらに類するものに入居している者を除く。）の属する世帯の世帯主
(4)　その他市長が特に必要と認める者
２　文字表示機能付き戸別受信機は、１世帯につき１台を無償貸与するものとする。

（戸別受信機の返還）
第８条　使用者は、市外への転出、その他の理由により戸別受信機を必要としなくなったときは、すみやかに岡谷市防災行政無線戸別受信機返還届（様式第２号）を市長に提出し、戸別受信機を返還しなければならない。

（戸別受信機の管理等）
第９条　使用者は、戸別受信機を善良な利用及び管理をもって取り扱い、戸別受信機を使用できない等の異常を発見したときは、すみやかにその状況を市長に届け出なければならない。
２　使用者は、戸別受信機の全部又は一部を故意若しくは過失により亡失し、又は毀損したときは、速やかに市長に報告し、指示を受けなければならない。
３　使用者は、戸別受信機を譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。

